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平成２９年本別町議会第４回臨時会会議録 

平成２９年８月９日（水曜日） 午前１０時００分開会 
──────────────────────────────────────────── 

○議事日程 
日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  会期決定の件 

日程第 ３  諸般の報告 

日程第 ４ 議案第５６号 平成２９年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第１

回）について 

日程第 ５ 議案第５７号 平成２９年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第２

回）について 

日程第 ６ 議案第５８号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

日程第 ７ 議案第５９号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

日程第 ８ 議案第６０号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい

て 

──────────────────────────────────────────── 
○会議に付した事件 
日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  会期決定の件 

日程第 ３  諸般の報告 

日程第 ４ 議案第５６号 平成２９年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第１

回）について 

日程第 ５ 議案第５７号 平成２９年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第２

回）について 

日程第 ６ 議案第５８号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

日程第 ７ 議案第５９号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

日程第 ８ 議案第６０号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい

て 

──────────────────────────────────────────── 
○出席議員（１１名） 
議 長 １２番 方 川 一 郎 君 副議長 １１番 高 橋 利 勝 君 
 １番 矢 部 隆 之 君  ２番 藤 田 直 美 君 
 ３番 篠 原 義 彦 君  ４番 大 住 啓 一 君 
 ５番 山 西 二三夫 君  ６番 黒 山 久 男 君 
 ７番 小笠原 良 美 君  ８番 方 川 英 一 君 
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 １０番 阿 保 静 夫 君    
──────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（１名） 
  ９番 林 武 君    
──────────────────────────────────────────── 

○説明のため出席した者の職氏名 
町 長 髙 橋 正 夫  君 副 町 長 砂 原  勝  君

会 計 管 理 者 毛 利 俊 夫  君 総 務 課 長 大和田   収  君

保 健 福 祉 課 長 村 本 信 幸  君 住 民 課 長 千 葉 輝 男  君

老人ホーム所長 井戸川 一 美  君 国保病院事務長 藤 野 和 幸  君

総 務 課 長 補 佐 中 川 雅 之  君 教 育 長 中 野 博 文  君

──────────────────────────────────────────── 
○職務のため議場に出席した者の職氏名 
事 務 局 長 鷲 巣 正 樹 君  総務担当副主査 塚 谷 直 人 君 
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開会宣告（午前１０時００分） 
──────────────────────────────────────────── 

◎開会宣告 
○議長（方川一郎君） ただいまから、平成２９年第４回本別町議会臨時会を開会します。 
──────────────────────────────────────────── 

◎開議宣告 
○議長（方川一郎君） これから、本日の会議を開きます。 
──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 
○議長（方川一郎君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 
 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、阿保静夫君、小笠原良美君、

及び矢部隆之君を指名します。 
──────────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会期決定の件 
○議長（方川一郎君） 日程第２ 会期決定の件を議題とします。 
 お諮りします。 
 本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 
 したがって、会期は、本日１日間に決定しました。 
──────────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 諸般の報告 
○議長（方川一郎君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 
 報告第１６号専決処分報告。 
 平成２９年度本別町一般会計補正予算（第７回）について報告を求めます。 
 大和田総務課長。 
○総務課長（大和田収君） 報告第１６号専決処分報告。 

 平成２９年度本別町一般会計補正予算（第７回）について、地方自治法第１８０条第１

項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により報告いたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ６７億８,４５５万９,０００円とする内容であります。 

 ３ページ、４ページをお願いいたします。 

 歳入でありますが、１６款１項１目寄付金２節民生費寄付金１５万円の増額補正は、高

齢者福祉振興基金として、昭和４年巳年会会長、○○○○様から５万円、本別町南１丁目
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にお住まいの○○○○様から１０万円の指定寄付金でございます。 

 次の歳出でありますが、寄付者の意向により、それぞれ基金への積み立てにあてるもの

でございます。 

 以上、簡単でありますが専決処分報告とさせていただきます。 
○議長（方川一郎君） これで報告済みとします。 
 報告第１７号専決処分報告。 
 平成２９年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第４回）について報告を求め

ます。 
 井戸川老人ホーム所長。 
○老人ホーム所長（井戸川一美君） 報告第１７号専決処分報告。 
 平成２９年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第４回）について、地方自治

法第１８０条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定により

報告いたします。 
 予算書の１ページをお開き願います。 
 歳入歳出予算補正。 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５０万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ、２億９,００７万円とするものであります。 
 それでは事項別明細書により御説明させていただきます。 
 ３ページ、４ページをお開き願います。 
 上段の歳入でありますが、３款１項１目寄付金１節指定寄付金５０万円の補正は、本別

町押帯○○○番地○○にお住まいの○○○○様から５０万円の寄付をいただいてございま

す。 
 下段の歳出でありますが、１款介護サービス事業費１項１目施設介護サービス事業費の

うち寄付者の意向によりまして、１１節需用費、消耗品費、介護材料として利用者の排泄

時の便器の座りや立ち上がりを容易にする補高便座３個を、１８節備品購入費、施設等備

品としまして床ずれ褥瘡予防のためのエアーマット２枚、夏季高温時や利用者熱発時に使

用する冷却材保存用冷凍庫１台、感染症予防のための加湿器６台、多用途に利用できるリ

ハビリテーブル１台の購入にあてるものであります。 
 以上、専決処分報告とさせていただきます。 
○議長（方川一郎君） これで報告済みとします。 
 報告第１８号専決処分報告。 
 平成２９年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第４回）について報告を求め

ます。 
 藤野病院事務長。 
○病院事務長（藤野和幸君） 報告第１８号専決処分報告。 
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 平成２９年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第４回）について、地方自治

法第１８０条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定により

報告いたします。 

 補正予算書の１ページをお開きください。 

 補正の内容は、第２条資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するもので、収入

では、第１款資本的収入、第７項寄付金を３０万円増額補正し、資本的収入の総額を１億

６,４２４万２,０００円とするものであります。内容は、本別町押帯○○○番地○○、○

○○○様から３０万円の寄付金を受け入れたものでございます。 

 支出では、第１款資本的支出、第３項投資を３０万円増額補正し、資本的支出の総額は

１億９,４１９万９,０００円となりますが、寄付者の意向により医療施設等整備基金に積

み立てることといたしました。 

 ２ページ以降の補正予算実施計画及び補正予算説明書につきましては省略させていただ

きます。 

 以上、専決処分報告といたします。 
○議長（方川一郎君） これで報告済みとします。 
 次に、監査委員から平成２９年６月分に関する例月出納検査結果報告書の提出がありま

した。 
 その写しをお手元に配布しておきましたので御了承願います。 
 これで、報告済みとします。 
 以上で諸般の報告を終わります。 
──────────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 議案第５６号 
○議長（方川一郎君） 日程第４ 議案第５６号平成２９年度本別町国民健康保険特別会

計補正予算（第１回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 千葉住民課長。 

○住民課長（千葉輝男君） 議案第５６号平成２９年度本別町国民健康保険特別会計補正

予算（第１回）につきまして、提案内容を御説明させていただきます。 

 予算書の１ページをお開きください。 

 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５,５３２万８,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億７,１０７万円とする内容でございます。 

 それでは、歳出から事項別明細書により、説明させていただきます。 

 ５ページ、６ページをお願いいたします。 

 ９款１項１目基金積立金３,２５８万７,０００円の増額は、平成２８年度決算により、

剰余金を基金に積み立てるものでございます。 
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 基金の状況ですけども、平成２８年度末現在５,４５２万６,０００円、今回の積立金３,

２５８万７,０００円の計８,７１１万３,０００円となっております。なお、平成２９年度

当初予算において５,９２７万円を取り崩しをしておりまして、今後も更なる取り崩しを予

想しているところでございます。 

 続きまして、その下の１０款諸支出金１項償還金及び還付加算金３目償還金２,２７４万

１,０００円の増額補正は、療養給付費等負担金１,７５７万７,０００円などの精算償還金

でございます。 

 続きまして、歳入ですが３ページ、４ページをお願いいたします。 

 １１款１項繰越金１目療養給付費交付金繰越金４８１万２,０００円、２目その他繰越金

５,０５１万６,０００円は、それぞれ療養給付費交付金及び一般被保険者分の前年度決算

による繰越金でございます。 

 以上、議案第５６号平成２９年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）の説

明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 
 質疑は、歳入歳出一括とします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 
 これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから、議案第５６号平成２９年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）

についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５６号平成２９年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）

については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 
◎日程第５ 議案第５７号 

○議長（方川一郎君） 日程第５ 議案第５７号平成２９年度本別町介護保険事業特別会

計補正予算（第２回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村本保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（村本信幸君） 議案第５７号平成２９年度本別町介護保険事業特別会計

補正予算（第２回）について、提案理由の説明を申し上げます。 
 予算書の１ページをお開きください。 
 歳入歳出予算補正。 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,４７４万１,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億８,５２７万８,０００円とする内容であります。 
 それでは、歳入から事項別明細書により御説明いたします。 
 ３ページ、４ページをお開きください。 
 上段の１、歳入ですが、４款１項支払基金交付金２目地域支援事業交付金２節過年度分

４０万２,０００円の補正は、実績確定に伴います精算交付金であります。 
 次の８款１項１目１節繰越金１,４３３万９,０００円の補正は、平成２８年度決算見込

による前年度繰越額の一部を補正するものであります。 
 下段の２、歳出ですが、６款諸支出金１項償還金及び還付加算金２目償還金２３節償還

金利子及び割引料１,４７４万１,０００円の補正は、介護給付費に係る国庫負担金等及び

地域支援事業に係る国庫補助金等について、平成２８年度の実績確定に伴います精算償還

金であります。 
 以上、平成２９年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）の提案説明にかえ

させていただきます。 
 よろしく、御審議をお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 
 質疑は、歳入歳出一括とします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 
 これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから、議案第５７号平成２９年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）

についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５７号平成２９年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）

については、原案のとおり可決されました。 
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──────────────────────────────────────────── 
◎日程第６ 議案第５８号 

○議長（方川一郎君） 日程第６ 議案第５８号北海道市町村総合事務組合規約の変更に

ついてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大和田総務課長。 

○総務課長（大和田収君） 議案第５８号北海道市町村総合事務組合規約の変更について

提案理由の説明を申し上げます。 

 北海道市町村総合事務組合の組織団体の名称変更が生じたため、北海道市町村総合事務

組合の規約の変更の必要が生じてまいりました。 

 変更内容の１点目といたしましては、平成２９年６月１日付で西胆振消防組合が共同処

理する事務として、火葬場に関する事務の追加により、西胆振行政事務組合に変更。 

 ２点目といたしましては、平成２９年８月１日付けで江差町ほか２町学校給食組合が、

厚沢部町の脱退に伴い、江差町・上ノ国町学校給食組合に変更されました。 

 これに伴いまして、地方自治法第２９０条の規定により、構成する全市町村の議決が必

要となったため提案するものであります。 

 それでは、改正条文により説明をさせていただきます。なお、括弧書きの朗読は省略さ

せていただきます。 

 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。 

 北海道市町村総合事務組合規約（平成７年３月７日市町村第１９７３号指令）の一部を

次のように変更する。 

 別表第１檜山振興局（１１）の項中「江差町ほか２町学校給食組合」を「江差町・上ノ

国町学校給食組合」に改め、同表胆振総合振興局（１２）の項中「西胆振消防組合」を「西

胆振行政事務組合」に改める。 

 別表第２の１から７の項中「西胆振消防組合」を「西胆振行政事務組合」に改め、同表

９の項中「江差町ほか２町学校給食組合」を「江差町・上ノ国町学校給食組合」に、「西胆

振消防組合」を「西胆振行政事務組合」に改める。 

 附則。 

 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による総

務大臣の許可の日から施行する。 

 以上、議案第５８号北海道市町村総合事務組合規約の変更についての提案説明とさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 
 これで質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから、議案第５８号北海道市町村総合事務組合規約の変更についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５８号北海道市町村総合事務組合規約の変更については、原案のと

おり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 
◎日程第７ 議案第５９号 

○議長（方川一郎君） 日程第７ 議案第５９号北海道市町村職員退職手当組合規約の変

更についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大和田総務課長。 

○総務課長（大和田収君） 議案第５９号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更につ

いて提案理由の説明を申し上げます。 

 北海道市町村職員退職手当組合規約の組織団体の名称変更が生じたため、北海道市町村

職員退職手当組合規約の変更の必要が生じてまいりました。 

 これに伴い、地方自治法第２９０条の規定により、構成する全市町村の議決が必要とな

ったため提案するものです。 

 変更内容につきましては、先程御承認いただきました、北海道市町村総合事務組合規約

の変更と同じでありますので、説明を省略させていただきます。 

 それでは、改正条文により説明をさせていただきます。なお、括弧書きの朗読は省略さ

せていただきます。 

 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約。 

 北海道市町村職員退職手当組合規約（昭和３２年１月２３日３２地第１７５号指令許可）

の一部を次のように変更する。 

 別表⑵一部事務組合及び広域連合の表檜山管内の項中「江差町ほか２町学校給食組合」

を「江差町・上ノ国町学校給食組合」に改め、同表胆振管内の項中「西胆振消防組合」を

「西胆振行政事務組合」に改める。 

 附則。 

 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による総

務大臣の許可の日から施行する。 
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 以上、議案第５９号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についての提案説明とさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 
 これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから、議案第５９号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についてを採決しま

す。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５９号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更については、原案

のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 
◎日程第８ 議案第６０号 

○議長（方川一郎君） 日程第８ 議案第６０号北海道町村議会議員公務災害補償等組合

規約の変更についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大和田総務課長。 

○総務課長（大和田収君） 議案第６０号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の

変更について提案理由の説明を申し上げます。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の組織団体の名称変更が生じたため、北海

道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更の必要が生じてまいりました。 

 これに伴いまして、地方自治法第２９０条の規定により、構成する全町村の議決が必要

となったため提案するものであります。 

 変更内容につきましては、先程御承認いただきました、北海道市町村総合事務組合規約

の変更と同じでありますので、説明を省略させていただきます。 

 それでは、改正条文により説明をさせていただきます。なお、括弧書きの朗読は省略さ

せていただきます。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約（昭和４３年５月１日地方第７２２号指令
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許可）の一部を次のように変更する。 

 別表第１中「西胆振消防組合」を「西胆振行政事務組合」に、「江差町ほか２町学校給食

組合」を「江差町・上ノ国町学校給食組合」に改める。 

 附則。 

 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による総

務大臣の許可の日から施行する。 

 以上、議案第６０号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についての提案

説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 
 これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから、議案第６０号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてを

採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第６０号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について

は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 
◎閉会宣告 

○議長（方川一郎君） これで、本日の日程は全部終了しました。 
 会議を閉じます。 
 平成２９年第４回本別町議会臨時会を閉会します。 
 御苦労様でした。 

閉会宣告（午前１０時２６分） 
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